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　市街化調整区域内の急傾斜林地で、当面、現状程度で推移していくものと予測する。山林素地の需要は弱く、安価な取引
も見られており、当面、地価は弱含み傾向で推移するものと予測する。
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　景気は緩やかに回復している。林業経営の採算性は低く林地に
対する需要は弱く、地価も弱含みである。

　特段の地域要因の変動はない。

　個別的要因に変動はない。
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２　鑑定評価額の決定の理由の要旨
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⑩地域の特性
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②標準的規模等

東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北50 300 0 200
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(5)鑑定評価の手法
　 の適用

用材林地

取引事例比較法
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秤量的検討が可能である できない

あきる野市戸倉字盆堀日向清水１９８９番１

[令和 7年 1月]

正常価格

(1)価格時点

(2)実地調査日

(3)鑑定評価の条件 当該土地に工作物又は立木等がなく、かつ、使用収益を制約する権利の存しないものとしての鑑定評価

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別
令和 7年 6月 30日

令和 7年 7月 2日令和 7年 7月 1日

1,000,000鑑定評価額 円 99,000 円／10a10a当たりの価格

　比準価格は、同一需給圏内の類似地域に所在する取引事例を採用し求められたもので、実証性を有する価格といえる。控
除法は、林地以外への転用の可能性が低く非現実的なため適用しなかった。収益還元法は、低調で衰退傾向のある林業の現
状において、収益予測や利回りの設定を適切に行うことが困難であるので非適用とした。よって、比準価格を標準とし、地
価変動率なども勘案のうえ、鑑定評価額を上記のとおり決定した。

(6)市場の特性 　同一需給圏は、あきる野市及びその周辺市町村を主とする多摩西部の林地地域である。主たる需要者は、林家、林業事業
体、森林保護を目的とする団体や個人、公共団体等である。ウッドショックの影響も薄れる等、林業を取り巻く環境は依然
として厳しい状況にある。取引の中心は林業や森林保護を目的としたものであるが、安価な取引も見られる等、地価は下落
傾向にある。用材林地の取引総額の価格帯の把握は困難であるが、単価は１０ａ当り８～１２万円程度。

(7)試算価格の調整
　 及び鑑定評価額
　 の決定の理由
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